
山
梨
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省

令
・
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。）
及
び
山
梨
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の

基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施

行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
申
請
書
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
認
定
こ
ど
も
園
認
定
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
の
と
お
り

と
す
る
。

（
認
定
の
有
効
期
間
等
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

２

法
第
五
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
認
定
こ
ど
も
園
認
定
更
新
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
の
と
お
り

と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
等
）

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
認
定
こ
ど
も
園
変
更
届
出
書
（
第
三
号
様
式
）

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

省
令
第
六
条
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
数
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
子
ど
も
の

数
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
五
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
認
定
こ
ど
も
園
運
営
状
況
報
告
書
（
第
四
号
様

式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
省
令
第
七
条
の
知
事
の
定
め
る
日
は
、
五
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３
　
省
令
第
七
条
第
二
号
の
知
事
が
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
職
員
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
職
員
の
資
格
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
施
設
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
教
育
及
び
保
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
保
育
者
の
資
質
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
子
育
て
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
管
理
運
営
等
に
関
す
る
こ
と
。

４

省
令
第
七
条
第
三
号
の
知
事
が
定
め
る
事
項
は
、
認
定
こ
ど
も
園
の
利
用
料
に
関
す
る
こ
と
と
す
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部
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す
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梨
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市
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立
学
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績
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す
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規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
五
十
七
号

山
梨
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
八
年

十
二
月
二
十
二
日

号
外
第
七
十
五
号

金　曜　日



る
。

（
食
事
の
外
部
搬
入
の
要
件
）

第
六
条

条
例
第
五
条
第
七
項
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
と
す
る
。

一

子
ど
も
に
対
す
る
食
事
の
提
供
の
責
任
が
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
り
、
そ
の
長
が
衛
生
、
栄
養
等

に
関
し
業
務
上
必
要
な
注
意
を
果
た
し
得
る
体
制
が
整
備
さ
れ
、
か
つ
、
調
理
業
務
を
受
託
す
る

者
と
の
間
で
適
切
な
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

認
定
こ
ど
も
園
、
保
健
所
、
市
町
村
等
に
配
置
さ
れ
て
い
る
栄
養
士
に
よ
り
、
献
立
に
つ
い
て

栄
養
指
導
を
受
け
る
こ
と
。

三

調
理
業
務
を
受
託
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
給
食
の
趣
旨
を
十
分
に
認

識
し
、
衛
生
上
、
栄
養
管
理
上
等
の
観
点
か
ら
調
理
業
務
を
適
切
に
遂
行
で
き
る
能
力
を
有
す
る

者
と
す
る
こ
と
。

四

子
ど
も
の
年
齢
、
発
達
の
段
階
及
び
健
康
状
態
に
応
じ
た
食
事
の
提
供
、
個
々
の
子
ど
も
の
体

質
へ
の
配
慮
、
必
要
な
栄
養
素
の
量
の
給
与
等
、
子
ど
も
の
食
事
の
内
容
、
回
数
及
び
時
機
に
適

切
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

五

子
ど
も
の
心
身
の
成
長
過
程
に
応
じ
食
に
関
し
配
慮
す
べ
き
事
項
を
定
め
た
食
育
に
関
す
る
計

画
を
作
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
認
定
の
辞
退
）

第
七
条

認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
は
、
認
定
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
こ
ど
も
園
認
定

辞
退
届
（
第
五
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

二



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

三

第１号様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

四



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

五

第２号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

六

第３号様式（第４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

七

第４号様式（第５条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

八



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

九

第５号様式（第７条関係）



山
梨
県
規
則
第
五
十
八
号

山
梨
県
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
病
状
報
告
書
）

第
二
条

条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
任
意
入
院
者
の
定
期
病
状
報
告
書
（
別
記
様
式
）
に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
時
期
）

第
三
条

条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
同
条
に
規
定
す
る
任
意
入
院
者
が
、
精
神
保
健
及
び

精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
第
二
十
条

の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
入
院
が
行
わ
れ
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
を
初
月
と
す
る
同
月
以
後
の
十
二
月
ご
と
の
各
月
に
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
入
院
が
行
わ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
を
経
過
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
〇



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
一

別記様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
二



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
三



山
梨
県
規
則
第
五
十
九
号

山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
施
行
期

日
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
と
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
二
の
三
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
就
学
前
の
　
１
　
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
こ
ど
も

○

子
ど
も
に
関
　
　
園
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

す
る
教
育
、

保
育
等
の
総
　
２
　
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
こ
ど
も
　
　

○

合
的
な
提
供
　
　
園
の
運
営
に
関
す
る
報
告
の
徴
収

の
推
進
に
関

す
る
法
律
（

３
　
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
こ
ど
　
　

○

平
成
十
八
年
　
　
も
園
の
認
定
又
は
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
協

法
律
第
七
十
　
　
議

七
号
）
の
施

行
に
関
す
る

事
務

別
表
第
二
の
三
の
表
医
務
課
の
項
第
四
号
５
中
「
療
養
病
床
」
を
「
病
床
」
に
改
め
、
同
表
健
康
増

進
課
の
項
第
六
号
中
２３
を
２５
と
し
、
１４
か
ら
２２
ま
で
を
１６
か
ら
２４
ま
で
と
し
、
１３
を
１４
と
し
、
１４
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１５

第
三
十
八
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
精
神
医
療
審
査
会
へ
　
　
　
○

の
審
査
の
請
求

別
表
第
二
の
三
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
六
号
１２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１３

第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
精
神
医
療
審
査
会
へ
　
　
　
○

の
審
査
の
請
求

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
三
の
表
医
務
課
の
項
第
四
号
５

の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
第
四
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
八
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
第
五
条
の
七
第
四
号
」
を
「
第
五
条
の
七
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）」
を
「（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
有
害
興
行
の
掲
示
）

第
十
一
条
　
条
例
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
深
夜
営
業
施
設
の
掲
示
）

第
十
二
条
　
条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
第
五
号
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
動
販
売
機
等
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

第
九
条

条
例
第
五
条
の
六
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
四



一
　
届
出
番
号

二
　
販
売
又
は
貸
付
け
の
別

三
　
条
例
第
五
条
の
六
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

四
　
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

第
五
条
第
三
項
第
四
号
中
「
前
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
二
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七

条
と
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「（
自
動
販
売
機
等
管
理
者
の
設
置
義
務
の
な
い
自
動
販
売
機
等
）」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
第
五
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
五
条
の
五
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
三
条
を
第
五
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
有
害
図
書
類
の
包
装
の
方
法
）

第
四
条
　
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
に
よ
り
有
害
図
書
類
全
体
を
覆
う
こ
と
。

二

有
害
図
書
類
を
伸
縮
し
な
い
材
質
の
ひ
も
に
よ
り
十
字
掛
け
又
は
た
す
き
掛
け
に
し
て
縛
る
こ

と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
有
害
図
書
類
を
容
易
に
閲
覧
で
き
な
い
方
法
と
し
て
知
事
が

認
め
る
方
法

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
動
販
売
機
等
管
理
者
の
要
件
）

第
二
条

条
例
第
四
条
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
と
す
る
。

一
　
未
成
年
者
で
な
い
こ
と
。

二
　
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
で
な
い
こ
と
。

三
　
自
動
販
売
機
等
の
設
置
場
所
と
同
一
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

四

条
例
で
定
め
る
自
動
販
売
機
等
管
理
者
と
し
て
の
義
務
の
履
行
に
関
し
、
自
動
販
売
業
者
か
ら

一
切
の
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

別
表
中
「
（
第
七
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「
（
第
５
条
関
係
）
」
を
「
（
第
７
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「
（
第
６
条
関
係
）
」
を
「
（
第
８
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「
（
第
９
条
関
係
）
」
を
「
（
第
１
４
条
関
係
）
」
に
、
「
５
　
次
の
」
を
「

７
　

次
の
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
（
５
）
」
を
「
（
７
）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
六

号
様
式
と
し
、
第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
五

（
第
５
条
関
係
）

（
第
７
条
関
係
）

（
第
６
条
関
係
）

（
第
８
条
関
係
）

（
第
９
条
関
係
）

（
第
１
４
条
関
係
）

（
５
）

（
７
）

５
　
次
の

７　

次
の

一
に

い
ず
れ
か
に



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
六

第４号様式（第１１条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
七

第５号様式（第１２条関係）



附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
証
明
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る

改
正
後
の
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
十
四
条
に
よ
り
発
行

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
二
号

山
梨
県
の
執
務
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
の
執
務
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
の
執
務
時
間
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
午
後
五
時
十
五
分
」
を
「
午
後
五
時
三
十
分
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
三
号

山
梨
県
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
九
号
中
「
の
寄
附
行
為
」
を
「
又
は
社
会
福
祉
法
人
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
六
条
第
二
項

に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
（
同
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。）

を
構
成
す
る
幼
稚
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
寄
附
行

為
又
は
定
款
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
学
校
法
人
」
の
下
に
「
又
は
社
会
福
祉
法
人
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
属
す
る
も
の
」
の
下
に
「
又
は
社
会
福
祉
法
人
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
学
校
法
人
」
の
下
に
「
又
は
社
会
福
祉
法
人
」
を
加
え
る
。

第
一
号
様
式
中
「
の
寄
附
行
為
」
を
「
学
校
社
会
福
祉
法
人
の
寄
附
行
為
又
は
定
款
」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「
学
校
法
人
」
を
「
学
校
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
人
」
に
、「
寄
附
行
為
」
を
「
寄

附
行
為
又
は
定
款
」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
の
三
中
「
の
寄
附
行
為
」
を
「
又
は
社
会
福
祉
法
人
の
寄
附
行
為
又
は
定
款
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
四
号

山
梨
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
大
学
学
則
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
　
　
　
生
　
　
　
定
　
　
　
員

学
　
　
部
　

学
　
　
　
科

三
年
次
編

入
学
定
員
　

収
容
定
員

入
学
定
員

総
合
政
策
学
科
　

四
十
人
　

五
人
　

百
七
十
人

国
際
政
策
学
部

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科

四
十
人

五
人

百
七
十
人

福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科
　

六
十
人
　

五
人
　

二
百
五
十
人

人
間
福
祉
学
部

人
間
形
成
学
科
　

二
十
人
　

五
人
　

九
十
人

看
護
学
部
　

看
護
学
科
　

百
人
　

五
人
　

四
百
十
人

合
　
　
　
　
　
　
　
　
計

二
百
六
十
人

二
十
五
人

千
九
十
人

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
八

の
寄
附
行
為

又
は
社
会
福
祉
法
人
の
寄
附
行
為
又
は
定
款

又
は
社
会
福
祉
法
人
の
寄
附
行
為
又
は
定
款

学
校
法
人

寄
附
行
為

寄

附
行
為
又
は
定
款

学
校
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
人

の
寄
附
行
為



第
十
条
第
一
項
中
「
助
教
授
、
講
師
」
を
「
准
教
授
、
講
師
、
助
教
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「（
職
員
の
職
務
等
）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
授
は
」
の
下
に
「
、

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
特
に
優
れ
た
知
識
、
能
力
及
び
実
績
を
有
す

る
者
で
あ
っ
て
」
を
加
え
、「
及
び
」
を
削
り
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

３

准
教
授
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
優
れ
た
知
識
、
能
力
及
び

実
績
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
学
生
を
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
し
、
及
び
研
究
に
従
事
す
る
。

第
十
一
条
第
四
項
中
「
助
教
授
」
を
「
准
教
授
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

助
教
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
者

で
あ
っ
て
、
学
生
を
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
し
、
及
び
研
究
に
従
事
す
る
。

第
十
一
条
中
第
十
三
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６
　
助
手
は
、そ
の
所
属
す
る
組
織
に
お
け
る
教
育
研
究
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
業
務
に
従
事
す
る
。

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
編
入
学
）

第
二
十
六
条
　
県
立
大
学
に
編
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
（
学
長
が
別
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）
で
、
県
立
大
学
で
定
め
ら
れ
た
入
学
検

定
に
合
格
し
、
か
つ
、
学
長
が
許
可
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
大
学
を
卒
業
し
た
者

二

短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
国
立
工
業
教
員
養
成
所
又
は
国
立
養
護
教
諭
養
成
所
を
卒
業
し

た
者

三

専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
二
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
の
定

め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）
を
修
了
し
た
者

四
　
大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
、
所
定
の
単
位
を
修
得
し
、
退
学
し
た
者

五

そ
の
他
相
当
の
年
齢
に
達
し
、
短
期
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
者

２
　
編
入
学
す
る
年
次
は
、
三
年
次
と
す
る
。

３

編
入
学
す
る
学
生
の
在
学
期
間
は
、
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
年
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

４
　
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
編
入
学
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
学
長
が
別
に
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
五
号

山
梨
県
消
防
賞
じ
ゆ
つ
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
消
防
賞
じ
ゆ
つ
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
消
防
賞
じ
ゆ
つ
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
備
考
以
外
の
部
分
中
「
障
害
の
等
級
」
を
「
障
害
等
級
」
に
改
め
、
同
表
備
考
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

備
考

１

障
害
等
級
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
支
給
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八

年
総
務
省
令
第
百
十
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。）
別
表
第
二
に
定
め
る
障
害
等
級
に
よ
る
。

２

障
害
等
級
及
び
金
額
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を

定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。）
第
六
条
第

五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
（
第
六
項
第
一
号
を
除
く
。）
及
び
省
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に

よ
る
。

別
表
第
三
備
考
以
外
の
部
分
中
「
障
害
の
等
級
」
を
「
障
害
等
級
」
に
改
め
、
同
表
備
考
１
中
「
障

害
の
等
級
は
、
政
令
別
表
第
三
に
定
め
る
障
害
の
等
級
」
を
「
障
害
等
級
は
、
省
令
別
表
第
二
に
定
め

る
障
害
等
級
」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

障
害
等
級
及
び
金
額
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
政
令
第
六
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
（
第
六
項

第
一
号
を
除
く
。）
及
び
省
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
消
防
賞
じ
ゆ
つ
金
条

例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
六
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
の
一
の
表
福
祉
保
健
部
の
部
児
童
家
庭
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
六
号

か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
こ
と
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

一
九



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
七
号

山
梨
県
立
看
護
大
学
短
期
大
学
部
学
則
及
び
山
梨
県
立
看
護
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
看
護
大
学
短
期
大
学
部
学
則
及
び
山
梨
県
立
看
護
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

（
山
梨
県
立
看
護
大
学
短
期
大
学
部
学
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
立
看
護
大
学
短
期
大
学
部
学
則
（
平
成
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
助
教
授
、
講
師
」
を
「
准
教
授
、
講
師
、
助
教
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
中
「
職
務
」
を
「
職
務
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
授
は
」
の
下

に
「
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
特
に
優
れ
た
知
識
、
能
力
及
び
実

績
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
」
を
加
え
、「
及
び
」
を
削
り
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

准
教
授
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
優
れ
た
知
識
、
能
力
及

び
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
学
生
を
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
し
、
及
び
研
究
に
従
事
す

る
。

第
二
十
九
条
第
四
項
中
「
助
教
授
」
を
「
准
教
授
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

５

助
教
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る

者
で
あ
っ
て
、
学
生
を
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
し
、
及
び
研
究
に
従
事
す
る
。

第
二
十
九
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

助
手
は
、
そ
の
所
属
す
る
組
織
に
お
け
る
教
育
研
究
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
業
務
に
従
事
す

る
。

（
山
梨
県
立
看
護
大
学
学
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
立
看
護
大
学
学
則
（
平
成
十
年
山
梨
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
九
条
中
「
助
教
授
、
講
師
」
を
「
准
教
授
、
講
師
、
助
教
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
見
出
し
中
「
職
務
」
を
「
職
務
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
授
は
」
の
下
に
「
、

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
特
に
優
れ
た
知
識
、
能
力
及
び
実
績
を
有

す
る
者
で
あ
っ
て
」
を
加
え
、「
及
び
」
を
削
り
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

准
教
授
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
優
れ
た
知
識
、
能
力
及

び
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
学
生
を
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
し
、
及
び
研
究
に
従
事
す

る
。

第
三
十
条
第
四
項
中
「
助
教
授
」
を
「
准
教
授
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

助
教
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
、
研
究
上
又
は
実
務
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る

者
で
あ
っ
て
、
学
生
を
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
し
、
及
び
研
究
に
従
事
す
る
。

第
三
十
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

助
手
は
、
そ
の
所
属
す
る
組
織
に
お
け
る
教
育
研
究
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
業
務
に
従
事
す

る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
十
八
号

山
梨
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則（
平
成
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

埋
立
処
分
を
開
始
し
て
か
ら
前

年
度
の
３
月
３
１
日
ま
で
に
埋

第
四
号
様
式
中

立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の

数
量

「

埋
立
処
分
を
開
始
し
て
か
ら
前

年
度
の
３
月
３
１
日
ま
で
に
埋

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

二
〇

埋
立
処
分
を
開
始
し
て
か
ら
前

年
度
の
３
月
３
１
日
ま
で
に
埋

立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の

数
量

埋
立
処
分
を
開
始
し
て
か
ら
前

年
度
の
３
月
３
１
日
ま
で
に
埋



立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の

数
量

を
　

当
該
年
度
の
４
月
か
ら
９
月
ま

」

で
に
埋
立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃

棄
物
の
数
量

に
、
「
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係

」

る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
命
令
（
昭
和
５
２
年
　
　
　
令
第
１
号
）」
を
「
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処

分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
」
に
、「
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
命
令
（
平
成

１
２
年
　
　
　
令
第
２
号
）」
を
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処

分
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省
令
」

に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「
の
種
類
」
を
「
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場

合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
」に
改
め
、
同
様
式
の
注
中

「

」
を
「

」
に
、
「
３

埋
立
処
分
の
終
了
か
ら
廃
止
ま
で
の
間
の
維
持
管
理
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
」

を

埋

立
処
分
の
終
了
か
ら
廃
止
ま
で
の
間
の
維
持
管
理
の
方
法
を
法
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

４
　
石

綿
含
有
一
般
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
は
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
位
置

に
改
め
る
。

を
示
す
図
面
」

第
八
号
様
式
中
「
の
種
類
」
を
「
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場

合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。）」

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
「
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び

業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
命
令
　
　
」
を
「
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処

場

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

山
梨
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
井
　
　
上
　
　
一
　
　
男

山
梨
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
教
育
委

員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
ロ
の
項
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
五
号
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

二
一

る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
命
令
」
を
「
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分

場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
」
に
、
「
）
第
１
条
第
２
項
第
１
４
号
ハ
」
を
「
。
以
下
「

基
準
省
令
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
第
１
４
号
ハ
」
に
、「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法

に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
命
令
」
を
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策

特
別
措
置
法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省
令
」

「
の
種
類
」

「
の
種
類
（
当
該
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
が
含
ま
れ
る
場

合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）
」

「
図
面
」
「
書
類
及
び
図
面
」

「
３

「
３
　
埋

埋
立
処
分
の
終
了
か
ら
廃
止
ま
で
の
間
の
維
持
管
理
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
」

４
　
石

立
処
分
の
終
了
か
ら
廃
止
ま
で
の
間
の
維
持
管
理
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

綿
含
有
一
般
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
は
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
位
置

を
示
す
図
面
」

「
の
種
類
」

「
の
種
類
（
当
該
一
般
廃
棄
物
に
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
が
含
ま
れ

る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。）」

「
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び

産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
命
令
」

「
基
準
省
令
」
に
改
め
、
同

様
式
の
注
中
「
基
準
命
令
」
を
「
基
準
省
令
」
に
、
「
５
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面
」

「
５
　
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
場
合
は
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
が
埋
め
立
て
ら
れ
て

示
す
図
面

６
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類
又
は
図
面

い
る
位
置
を

」
第
十
四
号
様
式
中
「
産
業
廃
棄
物
の
種
類
」
を
「
産
業
廃
棄
物
の
種
類
（
当
該
施
設
が
省
令
第
１
２

条
の
７
の
６
第
４
号
の
２
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
処
理

す
る
旨
）
」
に
、「
処
理
量
」
を
「
処
理
量
（
当
該
施
設
が
省
令
第
１
２
条
の
７
の
６
第
４
号
の
２
に

掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
石
綿
含
有
一
般
廃
棄
物
の
処
理
量
を
含
む
。）」

第
十
五
号
様
式
中
「
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
」

「
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃

棄
物
の
種
類
（
当
該
施
設
が
省
令
第
１
２
条
の
７
の
６
第
４
号
の
２
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
を
処
理
す
る
旨
）」

立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の

数
量

当
該
年
度
の
４
月
か
ら
９
月
ま

で
に
埋
立
処
分
さ
れ
た
一
般
廃

棄
物
の
数
量

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係

を

に
、

に
、

を

を
を

に
、

様
式
の
注
中

を

に
改
め
、
同を

に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
中

第
十
五
号
様
式
中

に
、

を

を

を

に
改
め
る
。
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